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高浜市における人事行政の運営等の状況について 

 

第１章 職員の任免及び職員数に関する状況 
 

１．職員の採用及び退職数 
令和５年度における職員の採用状況及び退職事由別状況は次のとおりです。 

                         （単位：人） 

区 分 採用 退      職 

人数 １７ 
定年 早期 普通 その他 合計 

０ ２ ９ ０ １１ 
 

２．職員の昇任及び降任の状況 
令和５年度における職員の昇任及び降任の状況は次のとおりです。 

（単位：人） 

区 分 
昇       任 

降任 
主査級 副主幹級 主幹級 部長級 

人数 ７ ２ ２ １ ０ 

 

３．職員数 
正規職員の状況は次のとおりです。 

（単位：人） 

区   分 令和５年度（Ａ） 令和６年度（Ｂ） （Ｂ）－（Ａ） 

正規職員 
(任期付職員・暫定再任用職

員含む) 

２８２ ２８１ △１ 

任期付職員 

(ﾌﾙﾀｲﾑ者)（再掲） 
（６） （６） ０ 

暫定再任用職員 

(ﾌﾙﾀｲﾑ者)（再掲） 
（７） （５） △２ 

任期付職員 

(短時間者) 
１ １ ０ 

暫定再任用職員 

(短時間者) 
０ １ １ 

※１. 職員数は各年４月１日現在の一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保 

有する派遣職員、休職者などを含み、臨時、非常勤職員及び会計年度任用職員を除 

きます。 

※２. 任期付職員とは、採用時に任期を定めて採用した職員です。 

※３. 暫定再任用職員とは、定年が段階的に引上げられる経過期間において定年退職後任

期を定めて採用した職員です。 

 

 

 

 

 

 



2 

４．職員の配置状況 
部門別職員数の状況 

                        （各年４月１日現在） 

部門･区分 

職 員 数 対前年増減数 
令和６年の 

主な増減理由 
令和 

４年 

令和 

５年 
令和 

６年 
令和 

５年 
令和 

６年 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議会 ４ ４ ４    

総務 ６２ ６４ ６３ ２ △１ 所属内の業務分担変更 

税務 ２０ ２１ ２１ １   

民生 ６６ ７０ ６９ ４ △１ 所属内の業務分担変更 

衛生 ２５ ２５ ２５    

農林水産 ２ ２ ２    

商工 ５ ５ ５    

土木 １７ １７ １７    

小計 ２０１ ２０８ ２０６ ７ △２  

特別 

行政 

部門 

教育 ４２ ３７ ３７ △５   

小計 ４２ ３７ ３７ △５   

公営 

企業 

等会 

計部 

門 

病院 ０ ０ ０    

水道 ８ ７ ７ △１   

下水道 ８ ９ ８ １ △１ 育休対応などの業務分担変更 

その他 ２１ ２１ ２３  ２ 広域連合への在職派遣のため 

小計 ３７ ３７ ３８   

 

合 計 ２８０ ２８２ ２８１ ２ △１  

※その他とは、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険です。 

 

 

第２章 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

１． 人件費等の状況 

 
（１）人件費の状況 

人件費とは、一般職への給料や各種手当をはじめ、市長や議員など特別職へ

の給料・報酬、共済組合への負担金等です。令和５年度普通会計決算の人件費

は次のとおりです。 
 

住民基本台帳人

口（令 6.3.31） 

歳 出 額 

Ａ 
実 質 収 支 人 件 費 

Ｂ 
人件費率 

(Ｂ／Ａ) 
人 

４９，２１１ 
千円 

18,643,733 

千円 

355,424 

千円 

2,108,090 

％ 

１１．３ 
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（２）給与費 

給与とは給料、扶養手当等の各種手当及び民間のボーナスに相当する期末・

勤勉手当等です。令和６年度普通会計当初予算に計上された給与費は次のとお

りです。 
 

 

職 員 数 

Ａ 

給        与        費 一人あたり 

給 与 費 

（Ｂ／Ａ） 
給   料 職 員 手 当 

期末・勤勉手

当 

計 

Ｂ 

人 

２５１ 

千円 

849,065 

千円 

194,602 

千円 

411,721 
千円 

1,455,388 

千円 

5,798 

※給与費は当初予算に計上された額です。 

 

２．初任給や平均給料等の状況 

 
（１）初任給 

一般行政職の令和５年４月１日現在における初任給は次のとおりです。 

              （単位：円） 

職   種 区   分 初 任 給 

一般行政職 
大学卒 ２０２，４００ 円 

高校卒 １７０，９００ 円 

※一般行政職とは、各種窓口業務や政策・行政経営などの内部事務に従事する事務職員、

土木・建築などの設計・監理業務に従事する技術職員です。 

 

（２）平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢 

代表的な職種の令和５年４月１日現在における平均給料月額、平均給与月額

及び平均年齢は次のとおりです。 

 

区  分 平 均 給 料 月 額 平 均 給 与 月 額 平 均 年 齢 

一般行政職 ２９３,３４１ 円 ３６９,１２０ 円 ３９歳 ４か月 

技能労務職  ―    円   ―    円 歳   月 

※平均給与月額は、令和５年４月分の給料及び職員手当（期末・勤勉手当を除く。）の合

計を令和５年４月の職員数で除したものである。 

 

（３）経験年数別・学歴別平均給料月額 

一般行政職の令和５年４月１日現在における経験年数別にみた平均給料月額

は次のとおりです。なお、経験年数とは卒業後直ちに採用されたとみなした場

合の年数です。 
                     （単位：円） 

区    分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 

大  学  卒 ２７７,１１１円 ３６５，５５０円 ― 円 

高  校  卒 ― 円    ― 円 ― 円 
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３．給料の決定 
（１）級別職員数 

一般職の給料月額は給料表によって決められており職種に応じて給料表が定

められています。また、各給料表には職務の内容と責任の度合いに応じていく

つかの級が設けられています。一般行政職の給料表の令和５年４月１日現在に

おける構成は次のとおりです。 

 
区  分 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 計 

標準的な 

職務内容 
部 長 主 幹 主 幹 副主幹 主 査 主 任 主 事 

主事・ 

主事補 
 

職 員 数 7 人 14 人 7 人 8 人 31 人 38 人 31 人 44 人 180 人 

構 成 比 3.9％ 7.8％ 3.9％ 4.4％ 17.2％ 21.1％ 17.2％ 24.5％ 100.0％ 

 

（２）昇給号給数調整の状況 

職員の給料月額は、１年間における勤務成績等により１月１日に勤務評定結

果に応じた昇給を行います。 

過去１年間における勤務成績に応じて職員を評価し、その結果に基づき条例

等で定める標準的な昇給時の号給数を調整する措置を行うことがあります。令

和６年１月１日における昇給号給数の調整を行った職員の状況は次のとおりで

す。 

 

区      分 合  計 

職 員 数  Ａ ２５６人 
昇給号給数の調整を 

行った職員数  Ｂ ９人 

 

比 率 （Ｂ／Ａ） ３．５％ 

 

４．手当の状況 
職員には、高浜市職員の給与に関する条例等に基づき、各種手当を支給して

います。手当の種類及び支給要件等は次のとおりです。 

 

（１）期末・勤勉手当 

期末・勤勉手当とは、民間企業のボーナスにあたるものです。期末手当は６

月１日及び１２月１日（これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職す

る職員の在職期間に応じて支給され、勤勉手当はそれぞれ基準日に在職する職

員に対し、基準日以前６ヶ月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支

給されます。 

令和５年度の期末・勤勉手当は、次のとおりです。 
 

支給月 期末手当 勤勉手当 

 ６月期 １．２０ 月分 １．００ 月分 
１２月期 １．２５ 月分 １．０５ 月分 

計 ２．４５ 月分 ２．０５ 月分 

※職制上の段階による加算措置があります。 

（令和６年３月３１日現在） 
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（２）地域手当 

令和５年度普通会計決算における地域手当の支給率等の状況については、次

のとおりです。 
支  給  対  象  地  域 全  地  域 
支       給       率 ６．０ ％ 
支  給  対  象  職  員  数 ２４８ 人 
支給対象職員一人あたり平均支給年額 

（令和５年度普通会計決算額） 
２０７，３９７ 円 

 

（３）扶養手当 

扶養手当の支給要件及び支給月額は次のとおりです。 
 

支 給 要 件 支給月額 
配偶者 ６，５００円（３，５００円） 

子 １０，０００円 

父母等  ６，５００円（３，５００円） 

満１６歳年度始めから満２２歳年度末まで

の間にある子１人につき加算 
 ５，０００円 

※（）については、行政職俸給表８級相当の場合 

 

（４）住居手当 

住居手当の支給要件及び支給月額は次のとおりです。 

 
支給要件 支 給 月 額  

借家・借間居住者 
１６,０００円を越える家賃の額に応じて 

最高２８,０００円 
 

（５）通勤手当 

通勤手当の支給要件及び支給月額は次のとおりです。 

 
支給要件 支 給 月 額 

交通機関利用者 運賃相当額(月５５,０００ 円を限度) 

交通用具利用者 
交通用具の種類や使用距離により 

２,０００円～３１,６００円 

 

（６）時間外勤務手当 

正規の勤務時間外に勤務した職員に支給されます。令和５年度における支給

総額等は次のとおりです。 

 
支  給  総  額 職員一人あたり支給年額 職員一人あたり年間時間数 

５８，７７４ 千円 ２９２ 千円 １１６ 時間 

 

（７）退職手当 

退職時に支給される一時金であり、退職時の給料月額に勤続年数や退職理由

に応じた支給率を乗じて算出されます。令和５年度における支給の状況につい

ては、次のとおりです。 
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区   分 自己都合 定年・勧奨 

勤続20年 

勤続25年 

勤続35年 

最高限度 

１９．６６９５月分 

２８．０３９５月分 

３９．７５７５月分 

４７.７０９月分 

２４．５８６８７５月分 

３３.２７０７５０月分 

４７.７０９月分 

４７.７０９月分 

一人あたり平均支給額 ４,９２３ 千円 ２２，０７８ 千円 

 

（８）その他の手当 

(１)～(７)以外に次の手当などがあります。 
 

種 類 支  給  要  件 支 給 額 

管理職手当 副主幹以上の職員に役職に応じて支給 

部長         77,400円 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ  59,500円 

主幹         51,900円 

副主幹       46,300円 

単身赴任手当 
異動等で配偶者と別居し単身で生活する職員に

支給 

交通距離に応じて月額

30,000 円～100,000 円 

管理職員特別

勤務手当 

臨時又は緊急の必要等により週休日や祝日法に

よる休日、年末年始の休日等及び週休日等以外

の午前0時から午前5時までの間に勤務した場合

に支給 

勤務１回につき3,000 円

～10,000 円 

※手当の種類は、令和６年４月１日現在の制度です。 

 

５．特別職の報酬等 
市長、副市長及び教育長には給料、期末手当及び退職手当が、議長、副議長

及び議員には報酬及び期末手当が支給されます。 

 

特別職の報酬等（令和５年度） 
区    分 給 料 月 額 等 期  末  手  当 

給 料 

市     長 ９０１，０００ 円 

６月期  １．６５ 月分 

１２月期  １．７５ 月分 

  計   ３．４   月分 

副  市  長 ７４９，０００ 円 

教  育  長 ６４２，０００ 円 

報 酬 

議     長 ４５０，０００ 円 

副  議  長 ３８７，０００ 円 

議     員 ３６１，０００ 円 

 

６．勤務時間の状況 
勤務時間については、高浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等により

定められています。職員の勤務時間は、次のとおりです。 

 

正規の 

勤務時間 
開始時刻 終了時刻 休憩時間 

７時間４５分 ８:３０ １７:１５ １２:００ ～ １３:００ 
※変則勤務職場等を除く一般的なもの 
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７．休暇制度 
休暇制度については、勤務時間と同様に条例等により定められています。 

 

（1）年次有給休暇の状況 

年次有給休暇は、１年度に２０日与えられます。当該年度の中途で採用され

た職員には、採用された月に応じて与えられます。また、その年度に使用しな

かった年次休暇の日数は、翌年度に繰り越して使用することができます。令和

５年度に職員に与えられた年次有給休暇の付与日数等は、次のとおりです。 

 
種 類 付与日数 平均使用日数 

年次有給休暇 ２０日（原則） １４．３日 

 

（２）特別休暇等の状況 

ア．特別休暇 

主な特別休暇の内容は、次のとおりです。 
 

区  分 付与日数 区  分 付与日数 

病気休暇  

（公務上の負傷） 
療養に必要と認められる期間 

妻の出産に伴う 

子の養育 
５日 

病気休暇  

（その他の疾病） 
９０日を超えない範囲 子の看護 ５日（２人以上は１０日） 

選挙権行使 必要と認められる期間 忌引 親族の別により７日まで 

証人等出頭 必要と認められる期間 夏季休暇 ３日 

骨髄移植 必要と認められる期間 住居滅失 ７日まで 

ボランティア ５日 交通遮断 必要と認められる期間 

結婚 連続する５日 生理 ２日 

出産 産前８週間・産後８週間 育児時間 １日２回３０分以内 

妻の出産補助 ２日 不妊治療 ５日（体外受精等の場合は１０日） 

 

８．育児休業等に関する制度 
育児休業等に関する制度は、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、

高浜市職員の育児休業等に関する条例等により定められています。 

育児休業には、３歳に満たない子を養育するために３歳に達する日まで休業

することができる育児休業と、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する

ため１日の勤務時間の一部（１２０分を限度）について勤務しないことができ

る部分休業があります。令和５年度の育児休業等の取得状況は、次のとおりで

す。 
 

区  分 男性 女性 計 

育児休業取得者数 ７人 ６人 １３人 

部分休業取得者数 １人 ２人 ３人 

計 ８人 ８人 １６人 

※令和５年度中に新たに育児休業（部分休業）を取得した職員数です。 
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第３章 職員の分限及び懲戒処分の状況 
分限処分は、一定の事由によって職員がその職務を十分に果たすことができ

ない場合などに、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分で、

公務能率の維持向上を図ることを目的としています。 

懲戒処分は、職員の一定の服務義務違反に対して職員に科する制裁としての

処分で、規律の維持を目的として職員の道義的責任を問うものです。 

 

１．分限処分の状況 
任命権者は、地方公務員法で定める事由がある場合に職員を降任又は免職す

ることができ、地方公務員法又は条例で定める事由がある場合に職員を休職又

は降給させることができることとされています。 
（単位：人） 

区   分 降任 免職 休職 降給 合計 

勤務実績が良くない場合 
０ ０ ０ ０ ０ 

心身の故障のため職務遂行に支障が

ある等の場合 
０ ０ ０ ０ ０ 

職に必要な適格性を欠く場合 
 

０ ０ ０ ０ ０ 

職制等の改廃等により過員等を生じ

た場合 
０ ０ ０ ０ ０ 

心身の故障のため長期休養を要する

場合 
０ ０ ５ ０ ５ 

刑事事件に関し起訴された場合 
 

０ ０ ０ ０ ０ 

条例に定める事由による場合 
 

０ ０ ０ ０ ０ 

合     計 

 
０ ０ ５ ０ ５ 

※令和５年度の処分件数です。 

 

２．懲戒処分の状況 
任命権者は、地方公務員法で定める事由がある場合、職員に対し、懲戒処分

として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができることとされていま

す。 
（単位：人） 

区   分 戒告 減給 停職 免職 合計 

法令違反 

 
０ ０ ０ ０ ０ 

職務上の義務違反又は怠慢 

 
０ ０ ０ ０ ０ 

全体の奉仕者たるにふさわしくな

い非行 
０ １ ０ ０ ０ 

合   計 ０ １ ０ ０ ０ 

※令和５年度の処分件数です。 
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第４章 職員の服務の状況 
 

１．職員の職務に係る倫理の保持に関する取組 
高浜市職員の倫理の保持に関する取組状況は次のとおりです。 

 

依命通達の発布 
発布年月日 件     名 

令和５年１２月１８日 綱紀の保持及び安全運転の励行について 

 

２．営利企業等の従事許可状況 
職員が営利企業等に従事しようとするときは、任命権者の許可を受けること

が必要であり、任命権者が適正な職務の遂行を確保できると判断するときは、

許可を与えることができます。令和５年度の営利企業等への従事許可状況は次

のとおりです。 
              （単位：件） 

許 可 件 数 １０ 

 

 

第５章 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 
 

最少の経費によって最大の能率を上げるためには、事務を能率的・効率的に

執行することが必要不可欠です。職員一人ひとりの能力の向上を目的とし、令

和５年度に実施した各種研修は次のとおりです。 

 

１．職員の研修 
  

（ア） 内部研修 

 

名   称 人員 研 修 内 容 会  場 日数 

若手職員成長支援研修 ９ 

既存の発想にとらわれない思考の

育成と、創造的かつ柔軟に対応で

きる若手職員の成長を支援すると

ともに、職員間のコミュニケーシ

ョンの活性化を図る。 

いきいき広場

ホール 

会議棟 他 

４ 

管理職研修（ハラスメン

ト研修） 

 

２２ 

管理職としての職場マネジメント

を強化することで、ハラスメント

のない働きやすい職場環境づくり

を進めることを目的として実施。 

 

いきいき広場

ホール 
１ 

主査級研修（オーナー

シップ研修） 
１７ 

周囲の仕事を自分事に捉え、グル

ープ全体の仕事や課題にも自分

の影響力を発揮していく方法を

身に着けることを目的として実

施。 

いきいき広場

ホール 
１ 
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名   称 人員 研 修 内 容 会  場 日数 

主任級研修（チームワ

ーク研修） 
１２ 

主任級職員に求められる力を理解

し、自部署の特性に合ったチーム

ワークを発揮できるようになるこ

とを目的とする。 

いきいき広場

ホール 
１ 

８～１０年目研修（プ

レゼンテーション研

修） 

１４ 

説得力のある話し方・効果的な伝

え方を体得し、住民対応だけでな

く、庁内においても的確に説明で

きるようになることを目的とす

る。 

いきいき広場

ホール 
１ 

５～７年目研修（ワー

クライフバランス研

修） 

１９ 

仕事に対して目的を持って前向き

に取り組めるようになることを目

的とする。 

いきいき広場

ホール 
１ 

１～４年目研修（コミ

ュニケーション能力向

上研修） 

２９ 

住民の不安・不満を聞き取る力を

身につけ、住民満足を高める接遇

スキルを取得することを目的とす

る。 

いきいき広場

ホール 
１ 

多文化共生研修 ９ 

外国人住民との接し方や窓口対応

のポイントを学ぶことを目的とし

て実施。 

多文化共生コ

ミュニティセ

ンター 

１ 

手話言語研修 ４２ 

手話言語条例の施行に伴い、手話

が言語であるとの認識に基づき、

手話の理解と普及の促進につい

て、職員が共通の意識を持つこと

を目的として実施。 

いきいき広場

ホール 
１ 

 
 

（イ）派遣研修 
 

名   称 人員 研 修 内 容 会  場 日数 

厚生労働省派遣研修 １ 
職員の資質向上及び人材の育成を

図る。 
東京都 ３６５ 

全国地域リーダー養成

塾 
１ 

専門家の講義や実践研修を通じ、

地域のリーダーとしての資質の向

上を図る。 

東京都 ２８ 

青年会議所派遣研修 １ 
他業種との交流により視野の拡大

を図る。 
高浜市等 随時 

定住自立圏合同研修 ２９ 

行政の遂行に必要とされる内外の

幅広い知識を養い、管理監督職と

しての資質の向上を図る。 

刈谷市 １ 

新規採用職員後期研修 １１ 

公務員としての意識の確立及び執

務に必要な基本的知識、技能を習

得する。 

知立市 ２ 
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名   称 人員 研 修 内 容 会  場 日数 

一般職員前期研修 １６ 

職員の果たす役割の重要性を認識

させ、担当職務に必要な知識技能

を習得する。 

高浜市 ３ 

一般職員中期研修 ２ 
中堅職員として法律的知識と問題

解決能力を習得する。 
幸田町 ３ 

一般職員後期研修 ６ 

中核職員として問題解決のための

創造性と政策形成能力の向上を図

る。 

碧南市 ４ 

新任係長研修 ５ 

監督者の責任を自覚させ、管理監

督に関する理論と技能の習得及び

職務遂行に必要な判断能力の向上

を図る。 

刈谷市 ３ 

現任係長研修 ６ 

管理監督に対する技能の向上及び

職務遂行に必要な視野と判断力の

向上を図る。 

安城市 ２ 

部長研修 １ 

部長としての職責に対する自覚を

促し、鋭い経営感覚・経営戦略能

力の向上を図る。 

名古屋市 １ 

課長研修 ２ 

効率的かつ効果的な行政運営を推

進するために必要な高度な管理能

力を養うほか、組織内外の環境の

変化に 先見的に対応する広い視

野を保持するとともに、職場のリ

ーダーとしての役割を自覚する。 

名古屋市  １ 

課長補佐研修 ２ 

課長補佐としての役割と責任を自

覚させ、監督者として必要な管理

能力と政策形成能力の強化を図

る。 

名古屋市 ２ 

地方税研修（家屋・徴収） ２ 

固定資産税に関する知識を修得

し、評価事務に精通させ、具体的

事例の研究を通じて関係法規を解

釈し、職務に適用する応用能力の

向上を図る。 

名古屋市 ３ 

地方自治法研修 ３ 

事例や課題を通して地方自治法の

理解を深め、職務遂行の場におい

て、法解釈と運用ができる能力の

向上を図る。 

名古屋市 ２ 

地方自治法研修 ３ 

事例や課題を通して地方自治法の

理解を深め、職務遂行の場におい

て、法解釈と運用ができる能力の

向上を図る。 

名古屋市 ２ 
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名   称 人員 研 修 内 容 会  場 日数 

地方税研修（家屋・徴収） ２ 

固定資産税に関する知識を修得

し、評価事務に精通させ、具体的

事例の研究を通じて関係法規を解

釈し、職務に適用する応用能力の

向上を図る。 

名古屋市 ３ 

ファシリテーション研

修 
４ 

住民との協働の場面等で、参画を

促し、議論を活性化し、とりまと

めていく能力の向上を図る。 

名古屋市 ２ 

交渉力・折衝力向上研修 ４ 

行政において発生する様々な折衝

や紛争に対応するため、効果的な

交渉技術及び適切なノウハウを習

得することで、対人折衝能力の向

上を図る。 

名古屋市 ２ 

接遇研修指導者養成研

修 
1 

接遇に係る基礎的知識から講師と

してのインストラクションスキル

まで、接遇研修で活用できる「教

える技術」を学び、講師を養成す

る。 

名古屋市 ３ 

戸籍事務従事職員初級

者研修 
１ 

戸籍事務に関する基礎的知識を習

得する。 
岡崎市 ３ 

園長研修 １ 

幅広い視野をもって、適切な運営

管理を行う上で必要な理論に加

え、離職防止や保育士の人材育成

ビジョンの視点を盛り込んだ管理

運営の理論を学ぶ。 

名古屋市 ２ 

中堅前期保育士研修 １ 

自己の保育の確立に繫げるととも

に、保育実践の振り返りと保育実

践への結び付けの必要性そのもの

を学び、今後の資質向上の土台を

作る。 

北名古屋市 ５ 

障がいの理解と保育研

修 
１ 

障害児の保育について、的確な保

育内容を習得する。 
豊明市 ４ 

主任保育士研修 １ 

保育の統括者として、保育をマネ

ジメントする役割を果たせるよ

う、基礎理論を学び直すとともに、

保育の計画・実践・評価の連動を

図る上で必要な理論を学ぶ。 

豊明市 ５ 
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２．勤務成績の評定の概要及び活用状況 
能力・成果主義を推進するための制度として、部長級以下の職員を対象に勤

務成績の評定を実施しています。 

 

（１）制度の概要 

制度の概要は、次のとおりです。 

目   的 

能力主義による人事管理を実施する基礎資料とするため、職員の執務

態度並びに執務に関連してみられる職員の能力及び適格性その他人事管

理上必要と認められる勤務成績の評定を行い記録することで、職員の勤

務能率の向上に資することを目的とする。 

制度の概要 

評定者は、第１次評定者、第２次評定者及び主査以上による管理者の

評定における評定者とし、被評定者の業績、態度及び能力の各評定要素

について評定要素着眼点に着目し、評定基準に基づき評定し、その合計

点数によりＡ１、Ａ２、Ｂ１、Ｂ２、Ｃ、Ｄ、Ｅの７段階で評価する。 

評定期間 

評定期間は、１２月１日を基準日とし、基準日前１年間について実施

する。 

ただし、新規採用職員については、事由が生じた日から起算して、当該

基準日までの期間とする。 

対 象 者 高浜市職員定数条例による職員のうち、派遣職員を除くすべての職員。 

 

（２）評価結果の活用状況 

評定結果は昇給、昇格、昇任、人事異動などに活用されます。 

 

（３）勤勉手当の成績率について 

職員の資質向上と意識改革を図るため、管理職については平成８年１２月支

給の勤勉手当より成績率を５％として実施し、平成１６年６月支給時より成績

率を１０％に拡大しました。また、主査・主任職についても平成１６年１２月

支給の勤勉手当より導入をし、平成１９年度からはさらに新たな人事制度を導

入して全職員を対象として、成績率を最高４０％まで拡大しています。 
 
 

第６章 職員の福祉及び利益の保護の状況 
 

職員の健康の保持増進を図るために健康診断、健康保持増進事業等を実施し

ています。 

公務上・通勤途上の災害に被災した職員に対し、地方公務員災害補償法に基

づき、療養補償、休業補償、障害補償等の各種の補償を行っています。 

また、職員への福利厚生事業を実施するとともに、職員の相互共済及び福利

増進等を目的として、法令等に基づき、福利厚生のための各種団体に加入また

は設置をしています。 
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１．安全管理 
 

公務災害補償等 （単位：件）   

区分 件数 

公務災害 ０ 

通勤災害 ０ 

※令和５年度の申請件数です。 

 

２．健康管理 
（１）健康診断等                 （単位：人） 

区    分 受診者数 

定期健康診断 １３７ 

特別健康診断  ３２ 

胃  検  診    ０ 

Ｂ型肝炎検査・

ワクチン接種 

検   査   数  ２９ 

ワクチン接種者数  ３ 

成人ドック １５９ 

総合検診 １１９ 

※令和５年度の受診者数です。 

 

（２）ストレスチェック           （単位：人） 

受検対象者 ３０３人 

受検者数 ２９９人 

医師面談実施者数 ７人 
※令和５年度の受診者数です。 

 

３．福利厚生 
（１）福利厚生事業 

福利厚生事業として、各種団体に加入または設置をし、職員の福利厚生の充

実を図っています。加入・設置団体については次のとおりです。 

 

ア．愛知県市町村職員共済組合 

職員及びその被扶養者の医療保険を担い、健康の保持増進及び退職した職員

への年金支給など職員の相互救済を目的として、地方公務員等共済組合法の規

定により設立された愛知県市町村職員共済組合へ加入し、各種事業、給付等の

適用を受けています。 
区   分 概         要 

保 険 給 付 
被保険者・被扶養者の業務外の事由による疾病・負傷に係る保険給

付等 

保 健 事 業 人間ドックなど各種検診、保健指導、健康相談等 

長期給付事業 
退職共済年金、障害共済年金、障害一時金及び遺族共済年金の給付

等 
短期給付事業 育児休業手当金、介護休業手当金の給付等 
福 祉 事 業 保養所運営の宿泊事業、住宅資金の貸付等 
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イ．高浜市職員互助会 

職員の相互共済及び福利増進を目的として、高浜市職員互助会を条例に基づ

き設置しています。 
区   分 概         要 
福利厚生事業 職員親睦補助事業、体育事業、旅行補助事業、観劇補助事業等 

給 付 事 業 
会員・家族の慶弔についての祝金等、災害による損害に対する給付金 

等の支給、学資金・生活資金等の貸付等 

 

 

第７章 職員の退職管理の状況 

 
 退職者管理の適正を確保するための措置として、主幹級以上の者が、退職後

２年間、営利企業等に再就職した場合の届出を義務化しています。 

 

令和５年４月２日～令和６年４月１日に再就職の届出をした退職者（主幹以上） 

（単位：人） 

再就職者 ０人 

うち部長級 ０人 

うち主幹級 ０人 

 

 

第８章 公平委員会の業務の状況 
 

１ 勤務条件に関する措置の要求の状況（令和５年度） 
区     分 件    数 

前年度からの繰越件数     （Ａ） ０ 

当年度中の新規要求件数    （Ｂ） ０ 

当年度中取扱い件数  （Ｃ＝Ａ＋Ｂ） ０ 

当年度中終了件数       （Ｄ） ０ 

次年度への繰越件数  （Ｅ＝Ｃ－Ｄ） ０ 

 

２ 不利益処分に関する不服申立ての状況（令和５年度） 
区     分 件    数 

前年度からの繰越件数     （Ａ） ０ 

当年度中の新規申立て件数   （Ｂ） ０ 

当年度中取扱い件数  （Ｃ＝Ａ＋Ｂ） ０ 

当年度中終了件数       （Ｄ） ０ 

次年度への繰越件数  （Ｅ＝Ｃ－Ｄ） ０ 

 


